
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➀ 登山計画立案 

➂ 必要装備等の携行 

➁ 登山届の提出 
目的の山域について下調べをし、コース 

タイムやエスケープルート、必要装備等を 

考慮した登山計画を立案する。 

１２／１～翌５／１５に剣岳周辺で登山をする

場合は、「富山県登山届出条例」により、登山する

日の２０日前までに登山届の提出が義務となっ

ています。コンパスからでも可能です。 

雨具、ライト、防寒着、携帯電話、予備バッテリー、地図とコンパス

（スマホの地図 GPS アプリ）、行動食と水分等、必要装備を必ず携行。 

インターネットを

閲覧中、画面に「ト

ロイの木馬」「感染」

などの文字と共に

電話番号が表示さ

れ、その番号に電話

を掛けるように促

してくる。 

電話をかけると、 

片言の日本語を話す者が応対し、パソコンのサポ

ートや修理名目で電子マネーカードを購入するよ

う指示される。 

パソコンやメール、

電話などで「サイトの

未納料金がある。今

日中に支払わなけれ

ば裁判になる」などと

焦らせて、電子マネー

カードで未納料金を

支払うよう指示され

る。 

「電子マネーカードで支払って！」は    です。 

事前に気象

情報や道路状

況を確認し、

時間にゆとり

をもって出発

しましょう。 

「急」の付く動作はスリップ事故の原因。 

車間距離を十分にとり、早めにブレーキ操作をしましょう。 

表示された電話番号には電話せず、家族、警察（＃９１１０）に相談を！  


